
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀商工会議所 会員様限定サービス事業 

事業に関する法律の問題で悩んでいませんか？ 

専門家へ相談することが解決への早道です。悩んでいるときはスッキリさせましょう！ 

佐賀県弁護士会所属の弁護士の方々の協力の下、無料法律相談を下記の開催概要の通り開催

致します。 

開催概要 

 

開催日：平成 21 年 11 月より 毎月第２・４金曜日 

時 間：１３：３０ ～ １５：３０（原則として１案件あたり３０分 １日４名まで） 

対象者：佐賀商工会議所会員事業所 ※所定の会費納入済みの事業所（当日入金・入会可） 

料 金：無料 

申込み：相談希望日の一週間前までに事前に電話等でお申込みご予約下さい。 

    （事業所名・お名前・電話番号・相談希望日を正確にお伝えください） 

 

お問合せ先：佐賀商工会議所 商工振興部 ℡：0952-24-5158 Fax:：0952-26-2914 

秘密厳守 

借入金利、取引先倒産、事業

譲渡、事業整理、破産手続

き･･･法律って色々分からな

いことが沢山あるな～･･･ 

佐賀商工会議所の無料法律相談 

早く相談してスッキリ

しました～♪ 


